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平成 29 年 4 月 1 日から
宮古島市役所の組織が変わります !

　生活困窮者の自立支援が位置づけられている第 2 次宮古島市地域福祉計

画の効果的な取組を推進するため、現在 2 課で取り組んでいる生活自立相

談センターの全業務及び子どもの貧困関係事業を一元化します。

① 福祉調整課から福祉政策課へ名称を変更します !

② 幼稚園・保育所に関する受付、その他事務を    

                                児童家庭課で行います !
　幼稚園・保育所事務の一元化を図るため、教育委員会 ( 城辺庁舎）で行っ

ている幼稚園業務を、児童家庭課 ( 平良庁舎 ) に移管し、「ワンストップサー
ビスの実現」「カリキュラムの統一化」「管理運営体制の効率化」を図ります。

③ 農地整備課とむらづくり課を統合して、

                          農村整備課を新設します !
　農地整備課・むらづくり課ともに収益性の高い農業経営の実現に向けた

農業農村整備事業を主な業務としており、さらなる農地整備率の向上や伊

良部大橋を利用した農業用水の送水による伊良部地域の基盤整備促進を図

るため、組織を一元化し体制を強化します。

〜 組織の改編に伴い、執務室が下記のとおり変更になります 〜

所　属 旧 新 ( 平成 29 年 4 月 1 日〜 )
企 画 政 策 部 長 平 良 庁 舎　 ４ Ｆ 平 良 庁 舎 　 ５ Ｆ
企 画 調 整 課 平 良 庁 舎　 ４ Ｆ 平 良 庁 舎 　 ５ Ｆ
福 祉 調 整 課 平 良 庁 舎　 ２ Ｆ 平 良 庁 舎 　 ４ Ｆ
生 活 環 境 部 長 平 良 庁 舎　 ５ Ｆ 平 良 庁 舎 　 ２ Ｆ
ま ち づ く り 振 興 班 平 良 庁 舎　 ５ Ｆ 平 良 庁 舎 　 ２ Ｆ
※ 監 査 委 員 事 務 局 平 良 庁 舎　 ５ Ｆ 下 地 庁 舎 　 １ Ｆ

※ 監査委員事務局は平成 29年 2月現在で下地庁舎へ移転済みです。お気をつけ下さい。

農 林 水 産 部 長 上 野 庁 舎　 ２ Ｆ
上 野 庁 舎 　 ２ Ｆ
現 在 の む ら づ く り 課 に 移 動

農地整備課・むらづくり課統合 上 野 庁 舎　 ２ Ｆ
上 野 庁 舎 　 ２ Ｆ
現 在 の 農 地 整 備 課 に 統 合

お問合せ：総務課 行財政改革係　☎ 72-3751( 代表 )

■ 対 象 / 還 付 金 額  一 覧 表
路 線 航 空 会 社 対 象 者 運 賃 種 別 還 付 金 額

宮 古 ー 石 垣

Ｒ Ａ Ｃ

離 島 住 民（ 小 児 ）
離 島 割 引 1,200 円

小 児 普 通 運 賃 2,400 円

離 島 住 民（ 大 人 ） 身 体 障 が い 者 割 引 3,050 円

離 島 住 民 で 身 体 障
が い 者 割 引 対 象 者

離 島 割 引 750 円

A N A

離 島 住 民（ 小 児 ）
沖 縄 ア イ キ ッ プ 1,200 円

小 児 普 通 運 賃 2,400 円

離 島 住 民（ 大 人 ） 身 体 障 が い 者 割 引 3,050 円

離 島 住 民 で 身 体 障
が い 者 割 引 対 象 者

沖 縄 ア イ キ ッ プ 750 円

宮 古 ー 那 覇

Ｊ Ｔ Ａ

Ｒ Ａ Ｃ

離 島 住 民（ 小 児 ）
離 島 割 引 1,800 円

小 児 普 通 運 賃 3,550 円

離 島 住 民（ 大 人 ） 身 体 障 が い 者 割 引 4,600 円

離 島 住 民 で 身 体 障
が い 者 割 引 対 象 者

離 島 割 引 1,150 円

A N A

離 島 住 民（ 小 児 ）
沖 縄 ア イ キ ッ プ 1,800 円

小 児 普 通 運 賃 3,550 円

離 島 住 民（ 大 人 ） 身 体 障 が い 者 割 引 4,600 円

離 島 住 民 で 身 体 障
が い 者 割 引 対 象 者

沖 縄 ア イ キ ッ プ 1,150 円

　　　縄県離島住民等交通コスト負担軽減事業の還付制度があるのをご存知ですか？
            「宮古−那覇」間、「宮古−石垣」間の路線を利用した小児と身体障がい者の方に割り引き
差額を還付する制度です。
　「宮古ー石垣」間は平成 24 年４月１日より実施されてますが、平成 27 年４月１日より、「宮古ー
那覇」間が該当になりました。下記の利用者について、還付請求ができます。

沖

ご 存 知 で す か？  〜 航 空 運 賃 の　 付 制 度 〜
ー  沖 縄 県 離 島 住 民 等 交 通 コ ス ト 負 担 軽 減 事 業 の お 知 ら せ  ー

平成 28 年度 平成 29 年度
3 月 4 月

27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

整理期間
■平成 28 年度搭乗分 還付請求期限
   平成 29 年 3 月 31 日までの搭乗分請求手続きは、

    平成 29 年 4 月 4 日まで

■平成 29 年度搭乗分 受付開始
   平成 29 年 4 月 1 日以降の搭乗分請求

   手続きは、平成 29 年 4 月 10 日から

〜 沖縄県離島住民等交通コスト負担軽減事業の請求期限ついて 〜

お問合せ：まちづくり振興班　☎ 73-4905

還付請求に必要な書類 ( 詳細についてはお問合せください。)

 ①ご搭乗券 ( 無い方は、領収書と搭乗証明書 ) ②離島住民カード ③印鑑 (※ シャチハタ不可 )

 ④請求者の身分証明書 ( 免許証、保険証等 )  ⑤通帳のコピー、障害者手帳

 ⑥請求者名と口座名が異なる場合は委任状が必要


